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基本方針

すべての市民が日常生活の中で人権を意

識し、多様な人々がお互いの違いを認め合

い、お互いの人権を尊重し合う社会の実現

のために、様々な機会を通じて人権教育・

啓発を推進するとともに平和の尊さを訴え

ていきます。

・人権団体等との協働による家庭や地域、職場での人権啓発

・国際交流団体との協働による市民への異文化理解の促進

・地域における平和意識の高揚 ※平和都市宣言
昭和60（1985）年に議決され、
世界の平和と人類の限りない
繁栄を希求し、金沢市が永遠
の平和都市となることを内外
に示した宣言。
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「金沢世界都市構想」第2次基本計画 各　論 In detail

人権の尊重
5  人権文化の創造

健康・福祉・医療分野

現状と課題

金沢市では、｢国連人権教育10年｣金沢市

行動計画に基づき、人権思想の普及と人権

尊重意識の醸成に取り組んできましたが、

依然として、子ども、女性、高齢者、障害

のある人、同和問題、外国人等に関する偏

見や差別などの人権問題が起きています。

また、インターネットを悪用した問題、犯

罪被害者の問題など新たに取り組まなけれ

ばならない多くの課題が生じています。

ⅤⅠ

■外国人登録者数の推移
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事業計画（主な事業とその内容）

〔人権教育・啓発の推進〕
あらゆる人の人権を配慮した社会をつく

るため、家庭や地域、学校や職場において、

人権教育・啓発等を行います。

〔モラル・マナーの向上〕
マナーをよくするかなざわ市民会議等の

活動を支援するなど、市民一人ひとりがモ

ラルやマナーの高揚に取り組むための啓発

を行っていきます。

〔多文化共生社会の実現〕
外国人の持つ文化、宗教、生活習慣等に

おける多様性を受け入れ、尊重するなど、

国際化時代にふさわしい人権意識を育てま

す。

〔国際平和の推進〕
あらゆる人々の人権を尊重するために平

和都市宣言※を遵守し、国際平和への意識

の高揚を図ります。

国際理解を深める国際交流まつり

マナーをよくする
かなざわ市民会議
ロゴマーク

人権問題講演会
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基本方針

｢金沢市男女共同参画推進行動計画｣の基

本理念｢女（ひと）と男（ひと）がともに

輝くまち金沢｣に基づいて、男女の人権が

尊重され、ともに自立し、それぞれが社会

の一員としての責任を担い、平等な立場で

能力を十分に発揮できるようなまちづくり

を推進していきます。

・男女共同参画に対する家庭、地域、職場等での理解

・市民団体やグループとの協働による男女共同参画の推進
※ドメスティックバイオレンス
親密な関係にあるパートナー
（配偶者や恋人）に対して行わ
れる暴力。身体的・経済的・
精神的・性的・子どもを巻き
込んだ暴力。
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「金沢世界都市構想」第2次基本計画 各　論 In detail

男女共同参画社会の推進
5  人権文化の創造

健康・福祉・医療分野

現状と課題

金沢市では、女性と男性がともにその個

性と能力を十分に発揮することのできる男

女共同参画社会の実現に向けて取り組んで

きました。しかし、根強く残る｢男は仕事、

女は家庭｣という固定的性別役割分担意識

や方針決定の立場にある女性の比率の少な

さ、女性に対する暴力への社会の無理解な

ど多くの課題があることから、引き続き施

策の推進に取り組んでいく必要がありま

す。

ⅤⅠ

事業計画（主な事業とその内容）

〔方針の立案及び決定過程への
女性の参画の拡大〕
女性自身が意識と能力を高め、力を持っ

た存在になるために、人材育成や男女共同

参画社会の形成に向けて取り組んでいるグ

ループ等の活動支援、ネットワークづくり

を推進します。

〔自分らしく生きるための意識づくり
と男女平等の風土づくり〕
広く市民に対して、家庭や地域、職場等

における男女共同参画に関する認識を深

め、ジェンダー（社会的性別）に敏感な視

点を定着させるための意識づくりに向け

て、積極的に働きかけます。

〔女性の人権が守られる社会づくり〕
人権意識の高揚等の基盤整備に取り組む

とともに、ドメスティック・バイオレンス※

の被害者の相談窓口の充実や関係機関と連

携した支援ネットワークの構築、セクシュ

アル・ハラスメント防止対策等を推進しま

す。

〔男女の職業生活と家庭・地域生活
の両立の支援〕
ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭

の調和）を推進するため、市民、事業者等

に対し、セミナーの開催や優良企業の認証

を通して、男性の子育てへの参加、事業所

の子育て家庭への支援等について理解と協

力を呼びかけていきます。

〔国際社会を視野に入れた
男女共同参画の推進〕
市民が様々な国際交流の場に参加した

り、女性問題について国際的視点から学習

する機会を増やすとともに、その成果を男

女共同参画の推進に生かしていきます。
■審議会委員に占める女性の割合の推移
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